
生活保護受給者数は215万人であり、一昨年に過去最高を更新して以降増加傾向が続いている。
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資料：被保護者調査より保護課にて作成（平成24年３月以前の数値は福祉行政報告例）
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平成25年7月（速報値）

2,158,946人

1.70 ％

1,588,521世帯
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被保護世帯数、被保護人員、保護率の年次推移



世帯類型の定義
高齢者世帯：男女とも65歳以上(平成17年３月以前は、男65歳以上、女60歳以上）の者のみで構成されている世帯か、これらに18歳未満の者が加
わった世帯
母子世帯：死別、離別、生死不明及び未婚等により、現に配偶者がいない65歳未満

（平成17年３月以前は、18歳以上60歳未満）の女子と18歳未満のその子（養子を含む。）のみで構成されている世帯
障害者世帯：世帯主が障害者加算を受けているか、障害・知的障害等の心身上の障害のため働けない者である世帯
傷病者世帯：世帯主が入院（介護老人保健施設入所を含む。）しているか、在宅患者加算を受けている世帯、若しくは世帯主が傷病のため働けな
い者である世帯
その他の世帯：上記以外の世帯

◆平成15年度

◆平成25年7月（概数）

１０年度前と比較すると、特に稼働年齢層と考えられる「その他の世帯」の割合が大きく増加。

被保護世帯 高齢者世帯 母子世帯
傷病・障害者

世帯
その他の

総数 世帯

世 帯 数 939,733 435,804 82,216 336,772 84,941

構成割合（％） 100 46.4 8.7 35.8 9.0

被保護世帯
高齢者世帯 母子世帯

傷病・障害者
世帯

その他の
総数 世帯

世 帯 数 1,580,991 715,072 111,448 465,215 289,256

構成割合（％） 100 45.2 ７.０ 29.4 18.3

（参考）
その他の世帯のうち、年齢階級別にみ
た世帯員の構成割合
・20～29歳： 5.3％
・50歳以上：53.5％

（平成23年）

資料：平成15年度福祉行政報告例

資料：被保護者調査（平成25年7月概数）

3倍強増
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世帯類型別の保護世帯数と構成割合の推移



新たな生活困窮者自立支援制度の主な対象者

○ 生活保護受給者や生活困窮に至るリスクの高い層の増加を踏まえ、生活保護に至る前の自立支援
策の強化を図るとともに、生活保護から脱却した人が再び生活保護に頼ることのないようにするこ
とが必要であり、生活保護制度の見直しと生活困窮者対策の一体実施が不可欠。

【主な対象者】

・福祉事務所来訪者のうち生活保護に至らない者は、高齢者等も含め年間約40万人(平成23年度推計値)）

（参考：その他生活困窮者の増加等）

・非正規雇用労働者 平成12年：26.0％ →平成24年：35.2％

・年収200万円以下の給与所得者 平成12年：18.4％ →平成23年：23.4％

・高校中退者：約5.4万人(平成23年度)、中高不登校：約15.1万人(平成23年度)

・ニート：約60万人(平成23年度）、引きこもり：約26万世帯(平成18年度厚労科研調査の推計値)

・生活保護受給世帯のうち、約25％ (母子世帯においては、約41％)の世帯主が出身世帯も生活保護を

受給。(関西国際大学道中隆教授による某市での平成19年度の調査研究結果)

・大卒者の貧困率が7.7％であるのに対し、高卒者では14.7％、高校中退者を含む中卒者では

28.2％

現在生活保護を受給していないが、生活保護に至る可能性のある者で、自立が見込まれる者
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